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第２条（通信回線仕様）

２． 通信回線は、「ISDN回線（64KBPS・9600BPS）、公衆通信回線」及び「Connecure回線」、「インターネット等のオープンネットワーク」を使用

することとする。

第２条（通信回線仕様）

２． 通信回線は、「VALUX回線」又は「Connecure回線」、「LG-WAN回線」を使用することとする。
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